
第３ 給与条例適用職員関係（手当） 

１ 給料の調整額 

  職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が

同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職を占める職員に対し、給料の一部として、

給料月額の１００分の２５を超えない範囲内で支給する。 

 

 

条例第８条 

（１）支給範囲 

   別表第１の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に定める職員 

規則７―１６第１条 

（２）支 給 額 

 ×  

 （注）１ 定年前再任用短時間職員には別表第３の調整基本額を、それ以外の職員には別表第２

の調整基本額を適用する。 

２ 定年前再任用短時間勤務職員等の給料の調整額は、調整基本額に調整数を乗じて得た

額に、以下の数を乗じて得た数とする。 

ａ 定年前再任用短時間勤務職員 

職員勤務時間条例第２条第３項又は学校職員勤務時間条例第３条第３項の規定によ

り定められたその者の勤務時間をそれぞれ職員勤務時間条例第２条第１項又は学校職

員勤務時間条例第３条第１項に規定する勤務時間で除して得た数 

ｂ 育児休業法第１１条第１項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第１７条

の規定による短時間勤務をしている職員 

職員勤務時間条例第２条第２項又は学校職員勤務時間条例第３条第２項により定め

られたその者の勤務時間をそれぞれ職員勤務時間条例第２条第１項又は学校職員勤務

時間条例第３条第１項に規定する勤務時間で除して得た数 

ｃ 育児休業法第１８条第一項の規定により採用された短時間勤務職員及び地方公共団

体の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成１４年法律第４８号）第５条の規

定により採用された短時間勤務職員 

職員勤務時間条例第２条第４項又は学校職員勤務時間条例第３条第４項の規定によ

り定められたその者の勤務時間をそれぞれ職員勤務時間条例第２条第１項又は学校職

員勤務時間条例第３条第１項に規定する勤務時間で除して得た数 

３ 調整基本額が給料月額の１００分の４．５を超えるときは、給料月額の１００分の

４．５ に相当する額（その額に 1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた

額）とする。 

４ 給料の調整額が給料月額の１００分の２５に相当する額を超えるときは、給料月額の

１００分の２５に相当する額を給料の調整額とする。 

５ 給料の調整額について、その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て

た額とする。 

６ 給与条例附則第３２項の規定の適用を受ける職員（６０歳を超える職員等）にあって

は、当分の間、調整基本額に１００分の７０を乗じて得た額(その額に、５０円未満の端

数を生じたときはこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数を生じたときはこれ

を１００円に切り上げた額)」とする。 

７ 暫定再任用職員には、定年前再任用短時間勤務職員とみなして規定を適用する（フル

タイムの暫定再任用職員については、２の割り落としは行わない）。 

８ 令和５年４月１日より前に６０歳に達して定年退職し暫定再任用職員となった者のう

ち、給料の調整額が支給されるものには、経過措置として別途附則に定める額を支給す

る。 

規則７―１６ 

第２条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規則７―１６第３条の２ 

規則７―１６―５１ 

附則第２項、第３項 

規則７―１６―５１ 

附則第４項、第５項 

 

調整数 

（別表第１） 

調整基本額 

（別表第２、別表第３） 
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（３）支給方法 

その職員の給料月額に加え、給料の支給方法に準じて支給する。 

 

  別表第１ 適用区分表 

規則７―０ 

第５条の３ 

  昭和４１年通知 

  第１６４号 

  勤 務 箇 所 職              員 調整数  

保 健 福 祉 部 薬 務 課 麻薬取締員 ３ 

水産林政部水産業振興課
 

(1) 漁業取締船に乗り組む船長及び機関長 ２.５ 

(2) 漁業取締船に乗り組んで行う船務に従事することを

本務とする職員（(1）に掲げる職員を除く。） 
１.５

 

環境放射線監視センター
 

環境放射能等の監視測定、測定方法に係る調査研究等に

従事する職員 
１
 

保 健 環 境 セ ン タ ー 病理細菌技術者 １ 

食 肉 衛 生 検 査 所
 

(1) と畜検査員（管理職手当の支給を受ける職員を除

く。） 
３ 

(2) 病理細菌技術者 １ 

中 央 児 童 相 談 所 (1) 一時保護の業務に従事することを本務とする児童指

導員（保健師、看護師及び准看護師を除く。）及び保

育士 

３ 

(2) 一時保護の業務に従事することを本務とする児童指

導員（保健師、看護師及び准看護師に限る。） 
２ 

さ わ ら び 学 園 (1) 児童自立支援専門員、児童生活支援員及び児童自立

支援専門員助手 

(2) 職業指導員 

３ 

(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員 １ 

家 畜 保 健 衛 生 所 (1) 家畜の病性鑑定の業務に直接従事することを本務と

する獣医師 
２ 

(2) 家畜の診療又は家畜伝染病の予防若しくは防疫に関

する業務に直接従事することを本務とする獣医師 
１．５

 

水産技術総合センター
 

(1) 漁業調査指導船に乗り組む船長及び機関長 ２ 

(2) 漁業調査指導船に乗り組んで行う船務に従事するこ

とを本務とする職員（(1)に掲げる職員を除く。） 
１
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特 別 支 援 学 校 教育に直接従事することを本務とする職員 １ 

県立の中学校及び高等学校

並びに市町村立の小学校、

中学校及び義務教育学校 

(1) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第８１条に

定める特別支援学級を担当し、特別支援教育に直接従

事することを本務とする職員 

(2) 学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１

号）第１４０条に規定する特別の教育課程による教育

に直接従事することを本務とする職員 

(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員（人事委員会が

定める職員(※)に限る。） 

※ 県教育委員会の「学習支援室システム整備事業」の

指定を受け、障害による学習上又は生活上の困難を克

服し自立を図る児童生徒に対し、個別指導計画に基づ

く専門的教育を行う学校に勤務する職員で、県教育委

員会の指定により、当該教育に従事することを本務と

する職員 

１ 

宮 城 丸
 

(1) 海洋総合実習船に乗り組む船長及び機関長 ２.５ 

(2) 海洋総合実習船に乗り組んで行う船務に従事するこ

とを本務とする職員（(1)に掲げる職員を除く。） 
１.５

 

警 察 航 空 隊 (1) 航空機の操縦業務に従事する職員 ３ 

(2) 航空機の整備業務に従事する職員 １ 

石 巻 警 察 署
 

(1) 警備艇に乗り組む船長及び機関長 ２.５ 

(2) 警備艇に乗り組んで行う船務に従事することを本務

とする職員（(1)に掲げる職員を除く。） 
１.５
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 別表第２ 調 整 基 本 額 表（定年前再任用短時間勤務職員以外） 

 

イ 行政職給料表  ロ 公安職給料表  ハ 教育職給料表(一) 

職務の級 調整基本額  職務の級 調整基本額  職務の級 調整基本額 

１級 6,700円  １級 8,100円  １級 9,100円 

２級 8,600円  ２級 8,900円  ２級 11,300円 

３級 9,800円  ３級 9,600円  特２級 11,700円 

４級 10,500円  ４級 10,800円  ３級 12,400円 

５級 10,800円  ５級 11,500円  ４級 13,300円 

６級 11,400円  ６級 11,800円    

７級 12,300円  ７級 12,300円    

８級 13,000円  ８級 12,700円    

９級 14,700円  ９級 13,300円    

10級 16,300円       

 

 

ニ 教育職給料表(二)  ホ 研究職給料表  ヘ 医療職給料表(一) 

職務の級 調整基本額  職務の級 調整基本額  職務の級 調整基本額 

１級 8,600円  １級 8,200円  １級 11,100円 

２級 11,100円  ２級 9,500円  ２級 13,300円 

特２級 11,400円  ３級 11,000円  ３級 14,700円 

３級 12,000円  ４級 11,900円  ４級 15,800円 

４級 12,900円  ５級 14,800円    

 

 

ト 医療職給料表(二)  チ 医療職給料表(三) 

職務の級 調整基本額  職務の級 調整基本額 

１級 6,300円  １級 8,200円 

２級 8,200円  ２級 9,500円 

３級 9,300円  ３級 9,800円 

４級 9,800円  ４級 10,200円 

５級 10,700円  ５級 10,600円 

６級 11,400円  ６級 11,800円 

７級 12,300円    
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 別表第３ 調 整 基 本 額 表（定年前再任用短時間勤務職員） 

 

イ 行政職給料表  ロ 公安職給料表  ハ 教育職給料表(一) 

職務の級 調整基本額  職務の級 調整基本額  職務の級 調整基本額 

１級 5,700円  １級 7,300円  １級 7,100円 

２級 6,500円  ２級 7,700円  ２級 8,300円 

３級 7,700円  ３級 7,800円  特２級 9,200円 

４級 8,300円  ４級 8,700円  ３級 10,200円 

５級 8,800円  ５級 9,200円  ４級 12,500円 

６級 9,500円  ６級 9,600円    

７級 10,800円  ７級 10,400円    

８級 11,800円  ８級 11,400円    

９級 13,300円  ９級 12,400円    

10級 15,800円       

 

 

ニ 教育職給料表(二)  ホ 研究職給料表  ヘ 医療職給料表(一) 

職務の級 調整基本額  職務の級 調整基本額  職務の級 調整基本額 

１級 6,800円  １級 6,600円  １級 8,900円 

２級 8,200円  ２級 7,800円  ２級 10,200円 

特２級 9,000円  ３級 8,600円  ３級 11,900円 

３級 10,000円  ４級 9,800円  ４級 14,100円 

４級 12,200円  ５級 11,600円    

 

 

ト 医療職給料表(二)  チ 医療職給料表(三) 

職務の級 調整基本額  職務の級 調整基本額 

１級 5,700円  １級 7,100円 

２級 6,500円  ２級 7,700円 

３級 7,400円  ３級 7,900円 

４級 7,800円  ４級 8,200円 

５級 8,500円  ５級 8,700円 

６級 9,500円  ６級 9,900円 

７級 10,800円    
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